
請負代金請求書の記入例と注意事項について

令和５年１０月１日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として
「適格請求書等保存方式」（インボイス制度）が開始されます。
それにあたり、請負代金請求書は次のように記入してください。

今回の請求金額（税込）を記入してください。

①  請求金額のうち、消費税率１０％の対象となる金額（税込）を
記入してください。

②  ①の金額に含まれる消費税額を記入してください。

登録番号を記入してください。

①

②

※請求金額のうち、消費税率８％の対象となる金額がある場合は
行を追加して、記入してください。


